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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成25年12月19日(2013.12.19)

【公開番号】特開2013-228945(P2013-228945A)
【公開日】平成25年11月7日(2013.11.7)
【年通号数】公開・登録公報2013-061
【出願番号】特願2012-101589(P2012-101589)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  13/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/048    (2013.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  13/00    ６５０Ａ
   Ｇ０６Ｆ   3/048   ６５５Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成25年9月13日(2013.9.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータを、
　表示部を有する第１の装置及び第２の装置において仮想の付箋を表示する付箋情報と、
前記第１の装置及び前記第２の装置に前記付箋の背景として表示される仮想の台紙を表示
する情報であって、前記仮想の台紙上に表示される前記付箋に対応した付箋情報が関連付
けられる台紙情報とを記憶する記憶手段と、
　前記第１の装置において複数の前記台紙情報から選択された台紙情報を前記第１の装置
の表示部に表示し、前記第２の装置において付箋情報を送信する送信先の台紙情報として
選択された台紙情報を前記第２の装置に表示する台紙情報表示手段として機能させるため
の台紙管理プログラム。
【請求項２】
　前記記憶手段は、第１の装置において台紙情報として選択された台紙情報を特定する第
１の装置台紙情報と、前記第２の装置において付箋情報を送信する送信先の台紙情報とし
て選択された台紙情報を特定する第２の装置台紙情報とを更に記憶し、
　前記第１の装置において台紙情報が選択された場合、当該選択された台紙情報に基づい
て前記第１の装置台紙情報を更新し、前記第２の装置において送信先の台紙情報が選択さ
れた場合、当該選択された台紙情報に基づいて前記第２の装置台紙情報を更新する更新手
段として機能させるための請求項１に記載の台紙管理プログラム。
【請求項３】
　前記台紙情報表示手段によって前記第１の装置において表示されている台紙情報が、優
先されるべきものであって、当該台紙情報への付箋情報の追加を受け付ける場合、前記第
１の装置において第１の修飾表示とともに前記台紙情報を表示させる表示制御手段として
機能させるための請求項１又は２に記載の台紙管理プログラム。
【請求項４】
　前記第四情報表示手段によって前記第１の装置台紙情報において表示されている台紙情
報が優先されるべきものとして選択されたものでなく、前記台紙情報への付箋情報の追加
を受け付ける場合、前記第１の装置において強調度が前記第１の修飾表示と異なる第２の
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修飾表示とともに前記台紙情報を表示させる表示制御手段として機能させるための請求項
１－３のいずれか１項に記載の台紙管理プログラム。
【請求項５】
　前記第２の装置台紙情報において、前記送信先として選択された台紙情報が前記第１の
装置で表示中かつ前記台紙情報が優先されるべきものとして選択されている場合、前記第
２の装置に前記第１の修飾表示とともに当該台紙情報を表示させる表示制御手段として機
能させるための請求項１－４のいずれか１項に記載の台紙管理プログラム。
【請求項６】
　前記第２の装置台紙情報において前記送信先として選択された台紙情報が前記第１の装
置に表示中かつ前記台紙情報が優先されるべきものとして選択されていない場合、又は前
記第１の装置で非表示かつ前記台紙情報が優先されるべきものとして選択されている場合
、前記第２の装置において、強調度が前記第１の修飾表示と異なる第２の修飾表示ととも
に当該台紙情報を表示させる表示制御手段として機能させるための請求項１－５のいずれ
か１項に記載の台紙管理プログラム。
【請求項７】
　前記第２の装置台紙情報において前記送信先として選択された台紙情報が、前記第１の
装置に非表示かつ前記台紙情報が優先されるべきものとして選択されていない場合、前記
第２の装置において、前記第１の修飾表示との強調度の差が、前記第２の修飾表示よりも
大きい第３の修飾表示とともに当該台紙情報を表示させる表示制御手段として機能させる
ための請求項１－６のいずれか１項に記載の台紙管理プログラム。
【請求項８】
　前記第２の装置台紙情報において前記送信先として選択された台紙情報が前記第１の装
置で表示中かつ前記台紙情報が優先されるべきものとして選択されている場合、前記第２
の装置において第１の修飾表示とともに当該台紙情報に対する操作用画像を表示させる表
示制御手段として機能させるための請求項１－７のいずれか１項に記載の台紙管理プログ
ラム。
【請求項９】
　前記第２の装置台紙情報において前記送信先として選択された台紙情報が前記第１の装
置に表示中かつ前記台紙情報が優先されるべきものとして選択されていない場合、又は前
記第１の装置で非表示かつ前記台紙情報が優先されるべきものとして選択されている場合
、前記第２の装置において強調度が前記第１の修飾表示と異なる第２の修飾表示とともに
前記台紙情報に対する前記操作用画像を表示させる表示制御手段として機能させるための
請求項１－８のいずれか１項に記載の台紙管理プログラム。
【請求項１０】
　前記第２の装置台紙情報において前記送信先として選択された台紙情報が前記第１の装
置に非表示かつ前記台紙情報が優先されるべきものとして選択されていない場合、前記第
１の修飾表示との強調度の差が、前記第２の修飾表示よりも大きい第３の修飾表示で前記
第２の装置において前記台紙情報に対する前記操作用画像を表示させる表示制御手段とし
て機能させるための請求項１－９のいずれか１項に記載の台紙管理プログラム。
【請求項１１】
　前記第２の装置で選択された台紙情報に該第２の装置で作成され送信先に送信していな
い付箋情報の関連付けを行う記憶手段として機能させるための請求項１又は２に記載の台
紙管理プログラム。
【請求項１２】
　表示部を有する第１の装置及び第２の装置において仮想の付箋を表示する付箋情報と、
前記第１の装置及び前記第２の装置に前記付箋の背景として表示される仮想の台紙を表示
する情報であって、前記仮想の台紙上に表示される前記付箋に対応した付箋情報が関連付
けられる台紙情報とを記憶する記憶手段と、
　前記第１の装置において複数の前記台紙情報から選択された台紙情報を前記第１の装置
の表示部に表示し、前記第２の装置において付箋情報を送信する送信先の台紙情報として
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選択された台紙情報を前記第２の装置に表示する台紙情報表示手段とを有する台紙管理装
置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
［１］コンピュータを、
　表示部を有する第１の装置及び第２の装置において仮想の付箋を表示する付箋情報と、
前記第１の装置及び前記第２の装置に前記付箋の背景として表示される仮想の台紙を表示
する情報であって、前記仮想の台紙上に表示される前記付箋に対応した付箋情報が関連付
けられる台紙情報とを記憶する記憶手段と、
　前記第１の装置において複数の前記台紙情報から選択された台紙情報を前記第１の装置
の表示部に表示し、前記第２の装置において付箋情報を送信する送信先の台紙情報として
選択された台紙情報を前記第２の装置に表示する台紙情報表示手段として機能させるため
の台紙管理プログラム。
［２］前記記憶手段は、第１の装置において台紙情報として選択された台紙情報を特定す
る第１の装置台紙情報と、前記第２の装置において付箋情報を送信する送信先の台紙情報
として選択された台紙情報を特定する第２の装置台紙情報とを更に記憶し、
　前記第１の装置において台紙情報が選択された場合、当該選択された台紙情報に基づい
て前記第１の装置台紙情報を更新し、前記第２の装置において送信先の台紙情報が選択さ
れた場合、当該選択された台紙情報に基づいて前記第２の装置台紙情報を更新する更新手
段として機能させるための前記［１］に記載の台紙管理プログラム。
［３］前記台紙情報表示手段によって前記第１の装置において表示されている台紙情報が
、優先されるべきものであって、当該台紙情報への付箋情報の追加を受け付ける場合、前
記第１の装置において第１の修飾表示とともに前記台紙情報を表示させる表示制御手段と
して機能させるための前記［１］又は［２］に記載の台紙管理プログラム。
［４］前記第四情報表示手段によって前記第１の装置台紙情報において表示されている台
紙情報が優先されるべきものとして選択されたものでなく、前記台紙情報への付箋情報の
追加を受け付ける場合、前記第１の装置において強調度が前記第１の修飾表示と異なる第
２の修飾表示とともに前記台紙情報を表示させる表示制御手段として機能させるための前
記［１］－［３］のいずれかに記載の台紙管理プログラム。
［５］前記第２の装置台紙情報において、前記送信先として選択された台紙情報が前記第
１の装置で表示中かつ前記台紙情報が優先されるべきものとして選択されている場合、前
記第２の装置に前記第１の修飾表示とともに当該台紙情報を表示させる表示制御手段とし
て機能させるための前記［１］－［４］のいずれかに記載の台紙管理プログラム。
［６］前記第２の装置台紙情報において前記送信先として選択された台紙情報が前記第１
の装置に表示中かつ前記台紙情報が優先されるべきものとして選択されていない場合、又
は前記第１の装置で非表示かつ前記台紙情報が優先されるべきものとして選択されている
場合、前記第２の装置において、強調度が前記第１の修飾表示と異なる第２の修飾表示と
ともに当該台紙情報を表示させる表示制御手段として機能させるための前記［１］－［５
］のいずれかに記載の台紙管理プログラム。
［７］前記第２の装置台紙情報において前記送信先として選択された台紙情報が、前記第
１の装置に非表示かつ前記台紙情報が優先されるべきものとして選択されていない場合、
前記第２の装置において、前記第１の修飾表示との強調度の差が、前記第２の修飾表示よ
りも大きい第３の修飾表示とともに当該台紙情報を表示させる表示制御手段として機能さ
せるための前記［１］－［６］のいずれかに記載の台紙管理プログラム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
［８］前記第２の装置台紙情報において前記送信先として選択された台紙情報が前記第１
の装置で表示中かつ前記台紙情報が優先されるべきものとして選択されている場合、前記
第２の装置において第１の修飾表示とともに当該台紙情報に対する操作用画像を表示させ
る表示制御手段として機能させるための前記［１］－［７］のいずれかに記載の台紙管理
プログラム。
［９］前記第２の装置台紙情報において前記送信先として選択された台紙情報が前記第１
の装置に表示中かつ前記台紙情報が優先されるべきものとして選択されていない場合、又
は前記第１の装置で非表示かつ前記台紙情報が優先されるべきものとして選択されている
場合、前記第２の装置において強調度が前記第１の修飾表示と異なる第２の修飾表示とと
もに前記台紙情報に対する前記操作用画像を表示させる表示制御手段として機能させるた
めの前記［１］－［８］のいずれか１項に記載の台紙管理プログラム。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
［１０］前記第２の装置台紙情報において前記送信先として選択された台紙情報が前記第
１の装置に非表示かつ前記台紙情報が優先されるべきものとして選択されていない場合、
前記第１の修飾表示との強調度の差が、前記第２の修飾表示よりも大きい第３の修飾表示
で前記第２の装置において前記台紙情報に対する前記操作用画像を表示させる表示制御手
段として機能させるための前記［１］－［９］のいずれかに記載の台紙管理プログラム。
［１１］前記第２の装置で選択された台紙情報に該第２の装置で作成され送信先に送信し
ていない付箋情報の関連付けを行う記憶手段として機能させるための前記［１］又は［２
］に記載の台紙管理プログラム。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
［１２］表示部を有する第１の装置及び第２の装置において仮想の付箋を表示する付箋情
報と、前記第１の装置及び前記第２の装置に前記付箋の背景として表示される仮想の台紙
を表示する情報であって、前記仮想の台紙上に表示される前記付箋に対応した付箋情報が
関連付けられる台紙情報とを記憶する記憶手段と、
　前記第１の装置において複数の前記台紙情報から選択された台紙情報を前記第１の装置
の表示部に表示し、前記第２の装置において付箋情報を送信する送信先の台紙情報として
選択された台紙情報を前記第２の装置に表示する台紙情報表示手段とを有する台紙管理装
置。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　請求項１－７又は１２に係る発明によれば、第１の装置で表示する台紙情報を切り替え
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ながら議論を進める会議において、送信先の台紙情報を指定して第２の装置から第１の装
置に付箋情報を送信する場合でも、付箋情報の送信先の台紙情報と第１の装置に表示され
ている台紙情報との対応関係を把握することができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　請求項８、９に係る発明によれば、第２の装置の操作用画像において、第１の装置に表
示された情報と、第２の装置に表示された情報との対応関係を表示することができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　請求項１０に係る発明によれば、第２の装置の操作用画像において、第１の装置に表示
された情報と、第２の装置に表示された情報との対応関係を請求項４に比べて詳細に表示
することができる。
　請求項１１に係る発明によれば、第２の装置で選択された台紙情報に第２の装置で作成
され送信先に送信していない付箋情報の関連付けを行うことができる。
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